
○

法

務

省

令

第

六

号

民

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

二

十

四

号

）

及

び

不

動

産

登

記

令

等

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

（

令

和

四

年

政

令

第

三

百

十

五

号

）

の

施

行

に

伴

い

、

並

び

に

関

係

法

令

の

規

定

に

基

づ

き

、

及

び

関

係

法

令

を

実

施

す

る

た

め

、

不

動

産

登

記

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

令

和

五

年

三

月

二

十

日

法

務

大

臣

齋

藤

健

不

動

産

登

記

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

不

動

産

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

一

条

不

動

産

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

順

次

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

前

欄

及

び

改

正

後

欄

に

対

応

し

て

掲

げ

る

そ

の

標

記

部

分

に

二

重

傍

線

を

付

し

た

規

定

（

以

下

「

対

象

規

定

」

と

い

う

。

）

は

、

そ

の

標

記

部

分

が

同

一

の

も

の

は

当

該

規

定

を

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

も

の

の

よ

う

に

改

め

、

そ

の

標

記

部

分

が

異

な

る

も

の

は

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

を

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

と

し

て

移

動

し

、

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

で

改

正

前

欄

に

こ

れ

に

対

応

す

る

も

の

を

掲

げ

て

い

な

い

も

の

は

、

こ

れ

を

加

え

る

。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
七
十
条
第
二
項
の
相
当
の
調
査
）

第
百
五
十
二
条
の
二

法
第
七
十
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各

［
条
を
加
え
る
。
］

号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
方
法
と
す
る
。

一

法
第
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
登
記
の
抹
消
の
登
記
義
務
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
単
に
「
登
記
義
務
者
」
と
い
う
。
）
が
自
然
人
で
あ
る
場
合

イ

共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
の
調
査
と
し
て
次
の

か
ら

(1)

(5)

ま
で
に
掲
げ
る
措
置

登
記
義
務
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
、
除
票
簿
、
戸
籍
簿
、

(1)



除
籍
簿
、
戸
籍
の
附
票
又
は
戸
籍
の
附
票
の
除
票
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
住
民
基
本
台
帳
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の

長
に
対
す
る
登
記
義
務
者
の
住
民
票
の
写
し
又
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

、
除
票
の
写
し
又
は
除
票
記
載
事
項
証
明
書
、
戸
籍
及
び
除
か
れ
た
戸
籍
の

謄
本
又
は
全
部
事
項
証
明
書
並
び
に
戸
籍
の
附
票
の
写
し
及
び
戸
籍
の
附
票

の
除
票
の
写
し
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
住
民
票
の
写
し
等
」
と
い
う
。

）
の
交
付
の
請
求

の
措
置
に
よ
り
登
記
義
務
者
の
死
亡
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
登
記
義

(2)

(1)
務
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
戸
籍
簿
又
は
除
籍
簿
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市

町
村
の
長
に
対
す
る
登
記
義
務
者
の
出
生
時
か
ら
の
戸
籍
及
び
除
か
れ
た
戸

籍
の
謄
本
又
は
全
部
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求

の
措
置
に
よ
り
登
記
義
務
者
の
相
続
人
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
当
該

(3)

(2)
相
続
人
が
記
録
さ
れ
て
い
る
戸
籍
簿
又
は
除
籍
簿
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る

市
町
村
の
長
に
対
す
る
当
該
相
続
人
の
戸
籍
及
び
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
本
又

は
全
部
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求

の
措
置
に
よ
り
登
記
義
務
者
の
相
続
人
の
死
亡
が
判
明
し
た
場
合
に
は

(4)

(3)
、
当
該
相
続
人
に
つ
い
て
と
る

及
び

に
掲
げ
る
措
置

(2)

(3)

か
ら

ま
で
の
措
置
に
よ
り
共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き

(5)

(1)

(4)

者
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
当
該
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
又

は
戸
籍
の
附
票
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長
に
対
す
る
当
該
者
の

住
民
票
の
写
し
又
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
及
び
戸
籍
の
附
票
の
写
し
（

の
措
置
に
よ
り
交
付
の
請
求
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
の
請
求

(1)

ロ

共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
の
所
在
の
調
査
と
し
て
書
留
郵

便
そ
の
他
配
達
を
試
み
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
次
の

及
び

に
掲
げ
る
措
置

(1)

(2)
登
記
義
務
者
の
不
動
産
の
登
記
簿
上
の
住
所
に
宛
て
て
す
る
登
記
義
務
者

(1)



に
対
す
る
書
面
の
送
付
（
イ
の
措
置
に
よ
り
登
記
義
務
者
の
死
亡
及
び
共
同

し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
が
所
在
す
る
と
思
料
さ
れ
る
場
所
が

判
明
し
た
場
合
を
除
く
。
）

イ
の
措
置
に
よ
り
共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
が
所
在
す

(2)
る
と
思
料
さ
れ
る
場
所
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
場
所
に
宛
て
て
す
る

当
該
者
に
対
す
る
書
面
の
送
付

二

登
記
義
務
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

イ

共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
の
調
査
と
し
て
次
の

及
び

(1)

(2)

に
掲
げ
る
措
置

登
記
義
務
者
の
法
人
の
登
記
簿
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
登
記
所
の
登
記

(1)
官
に
対
す
る
登
記
義
務
者
の
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求

の
措
置
に
よ
り
登
記
義
務
者
が
合
併
に
よ
り
解
散
し
て
い
る
こ
と
が
判

(2)

(1)
明
し
た
場
合
に
は
、
登
記
義
務
者
の
合
併
後
存
続
し
、
又
は
合
併
に
よ
り
設

立
さ
れ
た
法
人
に
つ
い
て
と
る

に
掲
げ
る
措
置

(1)

ロ

イ
の
措
置
に
よ
り
法
人
の
登
記
簿
に
共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ

き
者
の
代
表
者
（
共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
が
合
併
以
外
の

事
由
に
よ
り
解
散
し
た
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
清
算
人
又
は
破
産
管
財

人
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
る
者
が
判
明
し

た
場
合
に
は
、
当
該
代
表
者
の
調
査
と
し
て
当
該
代
表
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る

住
民
基
本
台
帳
等
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長
に
対
す
る
当
該
代
表

者
の
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
の
請
求

ハ

共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
の
所
在
の
調
査
と
し
て
書
留
郵

便
そ
の
他
配
達
を
試
み
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
次
の

及
び

に
掲
げ
る
措
置

(1)

(2)
登
記
義
務
者
の
不
動
産
の
登
記
簿
上
の
住
所
に
宛
て
て
す
る
登
記
義
務
者

(1)
に
対
す
る
書
面
の
送
付
（
イ
の
措
置
に
よ
り
登
記
義
務
者
が
合
併
に
よ
り
解



散
し
て
い
る
こ
と
及
び
共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
が
所
在

す
る
と
思
料
さ
れ
る
場
所
が
判
明
し
た
場
合
を
除
く
。
）

イ
の
措
置
に
よ
り
共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
が
所
在
す

(2)
る
と
思
料
さ
れ
る
場
所
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
場
所
に
宛
て
て
す
る

当
該
者
に
対
す
る
書
面
の
送
付

ニ

イ
及
び
ロ
の
措
置
に
よ
り
共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
の
代

表
者
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
当
該
代
表
者
の
所
在
の
調
査
と
し
て
書
留
郵
便

そ
の
他
配
達
を
試
み
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
次
の
(1)

及
び

に
掲
げ
る
措
置

(2)共
同
し
て
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
の
法
人
の
登
記
簿
上
の
代
表

(1)
者
の
住
所
に
宛
て
て
す
る
当
該
代
表
者
に
対
す
る
書
面
の
送
付

イ
及
び
ロ
の
措
置
に
よ
り
当
該
代
表
者
が
所
在
す
る
と
思
料
さ
れ
る
場
所

(2)
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
場
所
に
宛
て
て
す
る
当
該
代
表
者
に
対
す
る

書
面
の
送
付

（
申
請
人
以
外
の
者
に
対
す
る
通
知
）

（
申
請
人
以
外
の
者
に
対
す
る
通
知
）

第
百
八
十
三
条

［
略
］

第
百
八
十
三
条

［
同
上
］

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

法
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
く
買
戻
し
の
特
約
に
関
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

登
記
の
抹
消
を
完
了
し
た
場
合

当
該
登
記
の
登
記
名
義
人
で
あ
っ
た
者

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

登
記
官
は
、
民
法
第
九
百
条
及
び
第
九
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
相
続
分

［
項
を
加
え
る
。
］

に
応
じ
て
さ
れ
た
相
続
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
の
登
記
に
つ
い
て
す
る
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
由
に
よ
る
所
有
権
の
更
正
の
登
記
の
申
請
（
登
記
権
利
者
が
単
独
で
申
請

す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
登
記
義
務
者
に
対
し
、
当
該
申
請
が

あ
っ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

遺
産
の
分
割
の
方
法
の
指
定
と
し
て
遺
産
に
属
す
る
特
定
の
財
産
を
共
同
相
続

人
の
一
人
又
は
数
人
に
承
継
さ
せ
る
旨
の
遺
言
に
よ
る
所
有
権
の
取
得

二

遺
贈
（
相
続
人
に
対
す
る
遺
贈
に
限
る
。
）
に
よ
る
所
有
権
の
取
得

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
情
報
等
）

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
情
報
等
）

第
百
九
十
三
条

［
略
］

第
百
九
十
三
条

［
同
上
］

２

法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
所
在
図
等
以
外
の
登

２

法
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
所
在
図
等
以
外
の
登
記
簿
の
附
属

記
簿
の
附
属
書
類
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

書
類
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の

げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
請
求
情
報
の
内
容
と
す
る
。

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
請
求
情
報
の
内
容
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
所
在
図
等
以
外
の
登
記
簿
の
附

四

法
第
百
二
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
由
及
び
閲
覧
す

属
書
類
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
閲
覧
す
る
部
分
及
び
当
該
部
分
を
閲
覧

る
部
分

す
る
正
当
な
理
由

五

法
第
百
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
所
在
図
等
以
外
の
登
記
簿
の
附

［
号
を
加
え
る
。
］

属
書
類
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
閲
覧
す
る
附
属
書
類
が
自
己
を
申
請
人

と
す
る
登
記
記
録
に
係
る
登
記
簿
の
附
属
書
類
で
あ
る
旨

３

前
項
第
四
号
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
号
の
正
当
な
理
由
を
証
す
る
書

３

前
項
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
項
第
四
号
の
利
害
関
係
が
あ
る
理
由
を

面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
官
か
ら
求
め
が
あ

証
す
る
書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

っ
た
と
き
は
、
当
該
書
面
又
は
そ
の
写
し
を
登
記
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
４

第
二
項
第
五
号
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
号
の
閲
覧
す
る
附
属
書
類
が

［
項
を
加
え
る
。
］

自
己
を
申
請
人
と
す
る
登
記
記
録
に
係
る
登
記
簿
の
附
属
書
類
で
あ
る
旨
を
証
す
る

書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
官
か
ら
求
め
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
書
面
又
は
そ
の
写
し
を
登
記
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

［
略
］

４

［
同
上
］



６

［
略
］

５

［
同
上
］

７

［
略
］

６

［
同
上
］

（
登
記
事
項
証
明
書
の
受
領
の
方
法
）

（
登
記
事
項
証
明
書
の
受
領
の
方
法
）

第
百
九
十
七
条
の
二

第
百
九
十
四
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書

第
百
九
十
七
条
の
二

第
百
九
十
四
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書

の
交
付
を
請
求
し
た
者
が
当
該
登
記
事
項
証
明
書
を
登
記
所
で
受
領
す
る
と
き
は
、

の
交
付
を
請
求
し
た
者
が
当
該
登
記
事
項
証
明
書
を
登
記
所
で
受
領
す
る
と
き
は
、

法
務
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
当
該
登
記
所
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
務
大
臣
が
定
め
る
情
報
を
当
該
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
二
百
三
条

法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二

第
二
百
三
条

法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二

項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
手
数
料
を
収
入
印
紙
を
も
っ

項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
手
数
料
を
収
入
印
紙
を
も
っ
て
納

て
納
付
す
る
と
き
は
、
請
求
書
に
収
入
印
紙
を
貼
り
付
け
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

付
す
る
と
き
は
、
請
求
書
に
収
入
印
紙
を
貼
り
付
け
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
等
の
手
数
料
の
納

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
等
の
手
数
料
の
納

付
方
法
）

付
方
法
）

第
二
百
五
条

法
第
百
十
九
条
第
四
項
た
だ
し
書
（
法
第
百
二
十
条
第
三
項
及
び
第
百

第
二
百
五
条

法
第
百
十
九
条
第
四
項
た
だ
し
書
（
法
第
百
二
十
条
第
三
項
及
び
第
百

二
十
一
条
第
五
項
並
び
に
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
法
務

二
十
一
条
第
三
項
並
び
に
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
法
務

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
百
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
と

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
百
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
と

す
る
。

す
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
四
十
一
条

第
二
百
二
条
の
規
定
は
筆
界
特
定
手
続
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
、

第
二
百
四
十
一
条

第
二
百
二
条
の
規
定
は
筆
界
特
定
手
続
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
、

第
二
百
三
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
手
数
料
を

第
二
百
三
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
手
数
料
を



収
入
印
紙
を
も
っ
て
納
付
す
る
と
き
に
つ
い
て
、
第
二
百
四
条
の
規
定
は
請
求
情
報

収
入
印
紙
を
も
っ
て
納
付
す
る
と
き
に
つ
い
て
、
第
二
百
四
条
の
規
定
は
請
求
情
報

を
記
載
し
た
書
面
を
登
記
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
の

を
記
載
し
た
書
面
を
登
記
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
の

交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
と
き

交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
と
き

に
つ
い
て
、
第
二
百
五
条
第
二
項
の
規
定
は
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

に
つ
い
て
、
第
二
百
五
条
第
二
項
の
規
定
は
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
り
筆
界
特
定
書
等
の
写
し
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料

方
法
に
よ
り
筆
界
特
定
書
等
の
写
し
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料

を
納
付
す
る
と
き
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二

を
納
付
す
る
と
き
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二

百
二
条
第
二
項
中
「
法
第
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る

百
二
条
第
二
項
中
「
法
第
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
」
と
、
第
二
百
三
条
第
一
項
中
「
法
第
百
十
九
条

の
は
「
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
」
と
、
第
二
百
三
条
第
一
項
中
「
法
第
百
十
九
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」

一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、

と
、
第
二
百
四
条
第
一
項
中
「
第
百
九
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
三

第
二
百
四
条
第
一
項
中
「
第
百
九
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
三
十
八

十
八
条
第
一
項
」
と
、
「
第
百
九
十
七
条
第
六
項
（
第
二
百
条
第
三
項
及
び
第
二
百

条
第
一
項
」
と
、
「
第
百
九
十
七
条
第
六
項
（
第
二
百
条
第
三
項
及
び
第
二
百
一
条

一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
四
十

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
四
十
条
第

条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



別

記

第

四

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。



（

抵

当

証

券

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

二

条

抵

当

証

券

法

施

行

細

則

（

昭

和

六

年

司

法

省

令

第

二

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

順

次

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

前

欄

及

び

改

正

後

欄

に

対

応

し

て

掲

げ

る

そ

の

標

記

部

分

に

二

重

傍

線

を

付

し

た

規

定

（

以

下

「

対

象

規

定

」

と

い

う

。

）

は

、

そ

の

標

記

部

分

が

異

な

る

も

の

は

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

を

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

と

し

て

移

動

し

、

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

で

改

正

前

欄

に

こ

れ

に

対

応

す

る

も

の

を

掲

げ

て

い

な

い

も

の

は

、

こ

れ

を

加

え

る

。

改

正

後

改

正

前

第
十
条

［
略
］

第
十
条

［
同
上
］

②
前
項
ノ
請
求
書
ニ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

②
前
項
ノ
請
求
書
ニ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
但
シ
附
属
書
類
ノ
閲
覧
ヲ
請
求
ス
ル

請
求
書
ニ
ハ
利
害
ノ
関
係
ア
ル
事
由
及
閲
覧
ス
ル
部
分
ヲ
記
載
シ
且
利
害
ノ
関
係
ア

ル
事
由
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
提
示
ス
ベ
シ

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
ニ
依
リ
準
用
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六

［
号
を
加
え
る
。
］

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
二
十
一
条
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
抵
当
証
券
控
又

ハ
附
属
書
類
ノ
閲
覧
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
ハ
閲
覧
ス
ル
部
分
及
当
該
部
分
ヲ
閲

覧
ス
ル
正
当
ナ
ル
事
由

六

抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
ニ
依
リ
準
用
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
登
記
法
第
百
二
十
一

［
号
を
加
え
る
。
］

条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
ノ
閲
覧
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場

合
ニ
ハ
閲
覧
ス
ル
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
ガ
自
己
ガ
申
請
人
タ
ル
抵
当
証
券

控
又
ハ
附
属
書
類
タ
ル
旨

③
前
項
第
五
号
ノ
閲
覧
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
ハ
同
号
ノ
正
当
ナ
ル
事
由
ヲ
証
ス
ル
書

［
項
を
加
え
る
。
］

面
ヲ
提
示
ス
ベ
シ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
登
記
官
ガ
求
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
書
面
又
ハ
其

ノ
写
ヲ
登
記
官
ニ
提
出
ス
ベ
シ



④
第
二
項
第
六
号
ノ
閲
覧
ノ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
ハ
同
号
ノ
閲
覧
ス
ル
抵
当
証
券
控
又

［
項
を
加
え
る
。
］

ハ
附
属
書
類
ガ
自
己
ガ
申
請
人
タ
ル
抵
当
証
券
控
又
ハ
附
属
書
類
タ
ル
旨
ヲ
証
ス
ル

書
面
ヲ
提
示
ス
ベ
シ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
登
記
官
ガ
求
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
書
面
又
ハ

其
ノ
写
ヲ
登
記
官
ニ
提
出
ス
ベ
シ

⑤
［
略
］

③
［
同
上
］

⑥
［
略
］

④
［
同
上
］

⑦
［
略
］

⑤
［
同
上
］

第
十
一
条

抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
ニ
依
リ
準
用
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
登
記
法
第
百
十

第
十
一
条

抵
当
証
券
法
第
四
十
一
条
ニ
依
リ
準
用
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
登
記
法
（
平
成

九
条
第
一
項
及
第
百
二
十
一
条
第
三
項
乃
至
第
五
項
ノ
手
数
料
ハ
収
入
印
紙
ヲ
請
求

十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
九
条
第
一
項
及
第
百
二
十
一
条
第
二
項
ノ
手

書
ニ
貼
付
シ
テ
之
ヲ
納
付
ス
ベ
シ

数
料
ハ
収
入
印
紙
ヲ
請
求
書
ニ
貼
付
シ
テ
之
ヲ
納
付
ス
ベ
シ

［
②
・
③
略
］

［
②
・
③
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（

企

業

担

保

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

三

条

企

業

担

保

登

記

規

則

（

昭

和

三

十

三

年

法

務

省

令

第

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。

改

正

後

改

正

前

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

第
十
二
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
三

第
十
二
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
三

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
、
第
十
八
条
第

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
、
第
十
八
条
第

八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
八

八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
八



条
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十

条
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十

四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
第
四
項
、
第
三

四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
第
四
項
、
第
三

十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七

十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七

条
（
第
三
号
イ

、

、

及
び

を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十

条
（
第
三
号
イ

、

、

及
び

を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十

(2)

(3)

(5)

(6)

(2)

(3)

(5)

(6)

条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
七
条
か

条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
七
条
か

ら
第
六
十
三
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
第
一
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、

ら
第
六
十
三
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
第
一
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、

第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
八
条
、
第
九
十
二
条
、
第
百
四
十
六
条
、
第

第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
八
条
、
第
九
十
二
条
、
第
百
四
十
六
条
、
第

百
四
十
八
条
、
第
百
五
十
条
か
ら
第
百
五
十
二
条
ま
で
、
第
百
五
十
三
条
か
ら
第
百

百
四
十
八
条
、
第
百
五
十
条
か
ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
六

五
十
五
条
ま
で
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
六
十
四
条
、
第
百
八
十
一
条
（
第
二
項
第

十
四
条
、
第
百
八
十
一
条
（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二

三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号

ま
で
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十

及
び
第
二
項
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
九
条
第
一
項
前
段
並
び
に
第
百
九
十
二

九
条
第
一
項
前
段
並
び
に
第
百
九
十
二
条
の
規
定
は
、
企
業
担
保
権
に
関
す
る
登
記

条
の
規
定
は
、
企
業
担
保
権
に
関
す
る
登
記
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五

こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ

号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
五

、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
中
「

条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
企
業
担
保
権
設
定

不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
企
業
担
保
権
設
定
者
で
あ
る
株
式
会
社
」
と
、
「
登
記
名

者
で
あ
る
株
式
会
社
」
と
、
「
登
記
名
義
人
」
と
あ
る
の
は
「
企
業
担
保
権
者
」
と

義
人
」
と
あ
る
の
は
「
企
業
担
保
権
者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に

読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の

掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

表

［
略
］

表

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（

商

業

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

条

商

業

登

記

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

法

務

省

令

第

二

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。



改

正

後

改

正

前

（
登
記
事
項
証
明
書
等
の
交
付
の
請
求
の
方
法
）

（
登
記
事
項
証
明
書
等
の
交
付
の
請
求
の
方
法
）

第
百
七
条

［
略
］

第
百
七
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
登

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
登

記
事
項
証
明
書
の
送
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
法
務
大
臣
の
定

記
事
項
証
明
書
の
送
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
法
務
大
臣
の
定

め
る
事
項
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
印
鑑
の
証
明
書
の
交
付
の
請
求
（
印
鑑
の
証
明
書
の
送
付

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
印
鑑
の
証
明
書
の
交
付
の
請
求
（
印
鑑
の
証
明
書
の
送
付

の
請
求
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

の
請
求
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
項
中
「
前
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
条
第
一
項

、
同
項
中
「
前
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
印
鑑
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
」
と
、
「
印
鑑
カ

の
規
定
に
よ
り
印
鑑
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
」
と
、
「
印
鑑
カ

ー
ド
」
と
あ
る
の
は
「
法
務
大
臣
の
定
め
る
事
項
を
申
告
し
、
及
び
印
鑑
カ
ー
ド
」

ー
ド
」
と
あ
る
の
は
「
法
務
大
臣
の
定
め
る
書
面
を
提
出
し
、
及
び
印
鑑
カ
ー
ド
」

と
す
る
。

と
す
る
。

７

［
略
］

７

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（

動

産

・

債

権

譲

渡

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

五

条

動

産

・

債

権

譲

渡

登

記

規

則

（

平

成

十

年

法

務

省

令

第

三

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。

改

正

後

改

正

前



（
登
記
事
項
概
要
証
明
書
等
の
交
付
等
の
請
求
の
方
法
）

（
登
記
事
項
概
要
証
明
書
等
の
交
付
等
の
請
求
の
方
法
）

第
二
十
八
条

［
略
］

第
二
十
八
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
概
要
証
明
書
又
は
概
要
記
録
事
項
証
明
書
の
交

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
概
要
証
明
書
又
は
概
要
記
録
事
項
証
明
書
の
交

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
登
記
事
項
概
要
証
明
書
若
し
く
は
概
要
記
録
事
項
証

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
登
記
事
項
概
要
証
明
書
若
し
く
は
概
要
記
録
事
項
証

明
書
の
送
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項

明
書
の
送
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項

概
要
証
明
書
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
法

概
要
証
明
書
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
法

務
大
臣
の
定
め
る
事
項
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

務
大
臣
の
定
め
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
登

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
登

記
事
項
証
明
書
の
送
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り

記
事
項
証
明
書
の
送
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り

登
記
事
項
証
明
書
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は

登
記
事
項
証
明
書
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は

、
法
務
大
臣
の
定
め
る
事
項
を
申
告
し
、
及
び
当
該
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

、
法
務
大
臣
の
定
め
る
書
面
を
提
出
し
、
及
び
当
該
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
法
務
大
臣
の
定
め
る
書
類
を
提
示
し
な
け

本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
法
務
大
臣
の
定
め
る
書
類
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

７

［
略
］

７

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（

船

舶

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

六

条

船

舶

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

順

次

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

前

欄

及

び

改

正

後

欄

に

対

応

し

て

掲

げ

る

そ

の

標

記

部

分

に

二

重

傍

線

を

付

し

た

規

定

（

以

下

「

対

象

規

定

」

と

い

う

。

）

は

、

そ

の

標

記

部

分

が

異

な

る

も

の

は

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

を

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

と

し

て

移

動

し

、

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

で

改

正

前

欄

に

こ

れ

に

対

応

す

る

も

の

を

掲

げ

て

い

な

い

も

の

は

、

こ

れ

を

加

え

る

。



改

正

後

改

正

前

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
情
報
等
）

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
情
報
等
）

第
四
十
五
条

［
略
］

第
四
十
五
条

［
同
上
］

２

令
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す

２

令
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る
と
き
は
、

る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
請
求

事
項
を
請
求
情
報
の
内
容
と
す
る
。

情
報
の
内
容
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

令
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る
と
き
は

四

令
第
三
十
四
条
第
一
項
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
由
及
び
閲
覧
す
る
部
分

、
閲
覧
す
る
部
分
及
び
当
該
部
分
を
閲
覧
す
る
正
当
な
理
由

五

令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る
と
き
は

［
号
を
加
え
る
。
］

、
閲
覧
す
る
附
属
書
類
が
自
己
を
申
請
人
と
す
る
登
記
記
録
に
係
る
登
記
簿
の
附

属
書
類
で
あ
る
旨

３

前
項
第
四
号
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
号
の
正
当
な
理
由
を
証
す
る
書

３

前
項
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
項
第
四
号
の
利
害
関
係
が
あ
る
理
由
を

面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
官
か
ら
求
め
が
あ

証
す
る
書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

っ
た
と
き
は
、
当
該
書
面
又
は
そ
の
写
し
を
登
記
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
４

第
二
項
第
五
号
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
号
の
閲
覧
す
る
附
属
書
類
が

［
項
を
加
え
る
。
］

自
己
を
申
請
人
と
す
る
登
記
記
録
に
係
る
登
記
簿
の
附
属
書
類
で
あ
る
旨
を
証
す
る

書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
官
か
ら
求
め
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
書
面
又
は
そ
の
写
し
を
登
記
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

［
略
］

４

［
同
上
］

６

［
略
］

５

［
同
上
］

７

［
略
］

６

［
同
上
］

８

［
略
］

７

［
同
上
］



（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

第
四
十
九
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

第
四
十
九
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十

、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十

六
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に

六
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に

第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五

第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五

号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
一

号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
一

項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら

項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら

第
十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六

第
十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六

条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第
三
号
イ

を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
七
十
二

条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第
三
号
イ

を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
七
十
二

(6)

(6)

条
ま
で
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
百
十
条
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か

条
ま
で
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
百
十
条
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か

ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
、
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七

ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
、
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七

条
（
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。

条
（
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。

）
、
第
百
六
十
九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第

）
、
第
百
六
十
九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第

百
七
十
六
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
、
第

百
七
十
六
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
、
第

百
八
十
一
条
（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百

百
八
十
一
条
（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百

八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
八
十
四
条
か
ら
第
百
八
十

八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
、
第
百
八
十
四
条
か
ら
第
百
八
十
八
条
ま
で

八
条
ま
で
、
第
百
八
十
九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十

、
第
百
八
十
九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で

二
条
ま
で
、
第
百
九
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
百

、
第
百
九
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
百
九
十
八
条

九
十
八
条
、
第
二
百
二
条
第
一
項
、
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
並
び
に
第
二
百
五

、
第
二
百
二
条
第
一
項
、
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
並
び
に
第
二
百
五
条
第
二
項

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
船
舶
の
登
記
及
び
製
造
中
の
船
舶
の
登
記
に
つ

及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
船
舶
の
登
記
及
び
製
造
中
の
船
舶
の
登
記
に
つ
い
て
準
用

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
三
十
二
条
第
一
項
、

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
五

第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
、
第
百
十
条
、
第

条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
、
第
百
十
条
、
第
百
八
十
一

百
八
十
一
条
第
二
項
、
第
百
八
十
四
条
及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除

条
第
二
項
、
第
百
八
十
四
条
及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
中

く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
又
は
製
造
中
の
船
舶
」
と
読
み
替
え
る

「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
又
は
製
造
中
の
船
舶
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次

ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は



る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

る
規
定

る
規
定

［
略
］

［
同
上
］

第
二
百
三

法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二

船
舶
登
記
令
第
三
十
三
条
第

第
二
百
三

法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二

船
舶
登
記
令
第
三
十
三
条
第

条
第
一
項

項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第

一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

条
第
一
項

項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第

一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一

三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二

二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一

三
十
四
条
第
一
項

項
か
ら
第
四
項
ま
で

項

項
及
び
第
二
項

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（

農

業

用

動

産

抵

当

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

七

条

農

業

用

動

産

抵

当

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

順

次

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

前

欄

及

び

改

正

後

欄

に

対

応

し

て

掲

げ

る

そ

の

標

記

部

分

に

二

重

傍

線

を

付

し

た

規

定

（

以

下

「

対

象

規

定

」

と

い

う

。

）

は

、

そ

の

標

記

部

分

が

異

な

る

も

の

は

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

を

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

と

し

て

移

動

し

、

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

で

改

正

前

欄

に

こ

れ

に

対

応

す

る

も

の

を

掲

げ

て

い

な

い

も

の

は

、

こ

れ

を

加

え

る

。

改

正

後

改

正

前

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
情
報
等
）

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
情
報
等
）

第
三
十
六
条

［
略
］

第
三
十
六
条

［
同
上
］

２

令
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る

２

令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る
と
き
は
、
前

と
き
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
請
求
情



項
を
請
求
情
報
の
内
容
と
す
る
。

報
の
内
容
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る
と
き
は
、

四

令
第
十
七
条
第
一
項
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
由
及
び
閲
覧
す
る
部
分

閲
覧
す
る
部
分
及
び
当
該
部
分
を
閲
覧
す
る
正
当
な
理
由

五

令
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る
と
き
は
、

［
号
を
加
え
る
。
］

閲
覧
す
る
附
属
書
類
が
自
己
を
申
請
人
と
す
る
登
記
記
録
に
係
る
登
記
簿
の
附
属

書
類
で
あ
る
旨

３

前
項
第
四
号
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
号
の
正
当
な
理
由
を
証
す
る
書

３

前
項
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
項
第
四
号
の
利
害
関
係
が
あ
る
理
由
を

面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
官
か
ら
求
め
が
あ

証
す
る
書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

っ
た
と
き
は
、
当
該
書
面
又
は
そ
の
写
し
を
登
記
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
４

第
二
項
第
五
号
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
号
の
閲
覧
す
る
附
属
書
類
が

［
項
を
加
え
る
。
］

自
己
を
申
請
人
と
す
る
登
記
記
録
に
係
る
登
記
簿
の
附
属
書
類
で
あ
る
旨
を
証
す
る

書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
官
か
ら
求
め
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
書
面
又
は
そ
の
写
し
を
登
記
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

［
略
］

４

［
同
上
］

６

［
略
］

５

［
同
上
］

７

［
略
］

６

［
同
上
］

８

［
略
］

７

［
同
上
］

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

第
四
十
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、

第
四
十
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六

条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第

条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第

二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五
号

二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五
号



か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
一
項

か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第

第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第

十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第
三
号
イ
及
び

十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第
三
号
イ
及
び

ロ
を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
（
農
業
用
動
産
の
所
有
者
が
登
記
義
務
者
と
な
る
抵

ロ
を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
（
農
業
用
動
産
の
所
有
者
が
登
記
義
務
者
と
な
る
抵

当
権
に
関
す
る
登
記
（
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
三
号
に

当
権
に
関
す
る
登
記
（
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
三
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
さ
れ
た
信
託
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
申
請
す
る
場
合
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
さ
れ
た
信
託
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
申
請
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
四
十
八
条
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま

あ
っ
て
は
、
第
四
十
八
条
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま

で
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か
ら
第
百
五
十
五
条

で
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か
ら
第
百
五
十
五
条

ま
で
、
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七
条
（
第
一
項
第
三

ま
で
、
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七
条
（
第
一
項
第
三

号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
九

号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
九

条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
（
第

条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
（
第

三
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
（
第
二
項

三
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
（
第
二
項

第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二

第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
二
項
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
百
八
十
八
条
、
第
百
八
十

号
及
び
第
二
項
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
百
八
十
八
条
、
第
百
八
十

九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
、
第
百
九
十

九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
、
第
百
九
十

六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
百
九
十
八
条
、
第
二
百
二

六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
百
九
十
八
条
、
第
二
百
二

条
第
一
項
、
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
並
び
に
第
二
百
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項

条
第
一
項
、
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
並
び
に
第
二
百
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項

の
規
定
は
、
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

の
規
定
は
、
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第

い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第

五
号
イ
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。

五
号
イ
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。

）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の

）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

る
規
定

る
規
定

［
略
］

［
同
上
］



第
二
百
三

法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
第

第
二
百
三

法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
第

条
第
一
項

項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第

十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

条
第
一
項

項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第

十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一

並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
及

二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一

並
び
に
第
十
七
条
第
一
項

項
か
ら
第
四
項
ま
で

び
第
二
項

項
及
び
第
二
項

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（

建

設

機

械

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

八

条

建

設

機

械

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

三

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

順

次

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

前

欄

及

び

改

正

後

欄

に

対

応

し

て

掲

げ

る

そ

の

標

記

部

分

に

二

重

傍

線

を

付

し

た

規

定

（

以

下

「

対

象

規

定

」

と

い

う

。

）

は

、

そ

の

標

記

部

分

が

異

な

る

も

の

は

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

を

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

と

し

て

移

動

し

、

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

で

改

正

前

欄

に

こ

れ

に

対

応

す

る

も

の

を

掲

げ

て

い

な

い

も

の

は

、

こ

れ

を

加

え

る

。

改

正

後

改

正

前

（
登
記
簿
の
謄
本
の
交
付
の
請
求
方
法
等
）

（
登
記
簿
の
謄
本
の
交
付
の
請
求
方
法
等
）

第
三
十
一
条

［
略
］

第
三
十
一
条

［
同
上
］

２

令
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る

２

令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る
と
き
は
、
前

と
き
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

項
を
記
載
し
た
書
面
を
登
記
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
書
面
を
登
記
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る
と
き
は
、

四

令
第
十
四
条
第
一
項
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
由
及
び
閲
覧
す
る
部
分

閲
覧
す
る
部
分
及
び
当
該
部
分
を
閲
覧
す
る
正
当
な
理
由



五

令
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る
と
き
は
、

［
号
を
加
え
る
。
］

閲
覧
す
る
附
属
書
類
が
自
己
を
申
請
人
と
す
る
登
記
記
録
に
係
る
登
記
簿
の
附
属

書
類
で
あ
る
旨

３

前
項
第
四
号
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
号
の
正
当
な
理
由
を
証
す
る
書

３

前
項
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
項
第
四
号
の
利
害
関
係
が
あ
る
理
由
を

面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
官
か
ら
求
め
が
あ

証
す
る
書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

っ
た
と
き
は
、
当
該
書
面
又
は
そ
の
写
し
を
登
記
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
４

第
二
項
第
五
号
の
閲
覧
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
同
号
の
閲
覧
す
る
附
属
書
類
が

［
項
を
加
え
る
。
］

自
己
を
申
請
人
と
す
る
登
記
記
録
に
係
る
登
記
簿
の
附
属
書
類
で
あ
る
旨
を
証
す
る

書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
官
か
ら
求
め
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
書
面
又
は
そ
の
写
し
を
登
記
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

［
略
］

４

［
同
上
］

６

［
略
］

５

［
同
上
］

７

［
略
］

６

［
同
上
］

８

［
略
］

７

［
同
上
］

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

第
三
十
五
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

第
三
十
五
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

、
第
五
条
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で

、
第
五
条
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で

、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
十
八

、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
十
八

条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま

条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま

で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら

で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら

第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条

第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条

か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第

か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第

三
号
イ

を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
第
九
十
二
条
第
一

三
号
イ

を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
第
九
十
二
条
第
一

(6)

(6)



項
、
第
百
十
条
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か
ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
、
第

項
、
第
百
十
条
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か
ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
、
第

百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七
条
（
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び

百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七
条
（
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び

ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
九
条
（
第
一

ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
九
条
（
第
一

項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
（
第
三
項
を
除

項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
（
第
三
項
を
除

く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
、
第
百
八
十
一
条
（
第
二
項
第
三

く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
、
第
百
八
十
一
条
（
第
二
項
第
三

号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、

号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及

第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
八
十
五
条
か
ら
第
百
八
十
八
条
ま
で
、
第
百
八
十
九
条

び
第
二
項
、
第
百
八
十
五
条
か
ら
第
百
八
十
八
条
ま
で
、
第
百
八
十
九
条
（
第
一
項

（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
、
第
二
百
二
条
第

を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
、
第
二
百
二
条
第
一
項
並
び

一
項
並
び
に
第
二
百
三
条
の
規
定
は
、
建
設
機
械
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

に
第
二
百
三
条
の
規
定
は
、
建
設
機
械
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項

条
第
一
項
第
五
号
イ
、
第
百
十
条
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
五
条
第

第
五
号
イ
、
第
百
十
条
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一

一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
」
と
、
「
登

号
イ
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
」
と
、
「
登
記
記
録
」

記
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
用
紙
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

と
あ
る
の
は
「
登
記
用
紙
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
動

げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

る
規
定

る
規
定

［
略
］

［
同
上
］

第
二
百
三

法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二

建
設
機
械
登
記
令
第
十
三
条

第
二
百
三

法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二

建
設
機
械
登
記
令
第
十
三
条

条
第
一
項

項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

条
第
一
項

項
、
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二

二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一

第
十
四
条
第
一
項

項
か
ら
第
四
項
ま
で

項

項
及
び
第
二
項

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（

登

記

事

項

証

明

書

等

の

交

付

及

び

登

記

簿

等

の

閲

覧

に

係

る

業

務

の

公

共

サ

ー

ビ

ス

実

施

民

間

事

業

者

に

お

け

る

実

施

等



に

関

す

る

省

令

の

一

部

改

正

）

第

九

条

登

記

事

項

証

明

書

等

の

交

付

及

び

登

記

簿

等

の

閲

覧

に

係

る

業

務

の

公

共

サ

ー

ビ

ス

実

施

民

間

事

業

者

に

お

け

る

実

施

等

に

関

す

る

省

令

（

平

成

十

九

年

法

務

省

令

第

五

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
業
務
）

（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
業
務
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

建
設
機
械
登
記
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
の
登
記
簿
の
附
属

四

建
設
機
械
登
記
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
の
登
記
簿
の
附
属

書
類
の
閲
覧
に
係
る
業
務
（
同
項
の
正
当
な
理
由
の
有
無
の
審
査
に
係
る
も
の
を

書
類
の
閲
覧
に
係
る
業
務
（
同
項
の
利
害
関
係
の
有
無
の
審
査
に
係
る
も
の
を
除

除
く
。
）

く
。
）

［
五
～
八

略
］

［
五
～
八

同
上
］

九

船
舶
登
記
令
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
の
登
記
簿
の
附
属
書

九

船
舶
登
記
令
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
の
登
記
簿
の
附
属
書

類
の
閲
覧
に
係
る
業
務
（
同
項
の
正
当
な
理
由
の
有
無
の
審
査
に
係
る
も
の
を
除

類
の
閲
覧
に
係
る
業
務
（
同
項
の
利
害
関
係
の
有
無
の
審
査
に
係
る
も
の
を
除
く

く
。
）

。
）

十

［
略
］

十

［
同
上
］

十
一

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
の
登
記

十
一

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
の
登
記

簿
の
附
属
書
類
の
閲
覧
に
係
る
業
務
（
同
項
の
正
当
な
理
由
の
有
無
の
審
査
に
係

簿
の
附
属
書
類
の
閲
覧
に
係
る
業
務
（
同
項
の
利
害
関
係
の
有
無
の
審
査
に
係
る

る
も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則



（

施

行

期

日

）

１

こ

の

省

令

は

、

民

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

施

行

の

日

（

令

和

五

年

四

月

一

日

）

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

省

令

の

施

行

前

に

さ

れ

た

登

記

の

申

請

に

つ

い

て

は

、

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

不

動

産

登

記

規

則

第

百

八

十

三

条

第

四

項

（

他

の

省

令

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。


